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地下水等水資源保全及び森林売買に関する条例整備を求める意見書

我が国においては、大切な国土資源である土地に関して、外国人や外国法人が日本人と

同様に土地所有が出来る事になっています。

一方、他のアジア諸国では、一部の国を除き外国人や外国法人の土地所有については、

地域を限定または、事前許可制にするなどの制限を課しています。

こうした中、日本全国において外国資本が進出し長野県においても、森林の買収が進め

られております。

昨年国連は世界の人口が７０億人に達したと発表しました。経済協力開発機構は、

２０３０年にはその世界人口の半数が深刻な水不足に直面すると警告しています。

日本では土地の私的所有権が諸外国に比べて極めて強く、地下水は原則土地所有者に取

水する権利があることから、森林売買の目的が、地下水等の水資源獲得にあると言われて

います。

今後世界的に水資源が不足すると言われる中で、外国資本が我が国の豊かな水資源を獲

得し、利益の追及によって森林資源を破壊し、水資源を枯渇させる事があってはなりませ

ん。

県土保全や森林の保全、水源涵養などの公益的な役割は県民生活の基盤に関わるもので

あり、県の責任で取り組むべき課題です。

よって、本町議会は、県に対し外国資本による土地買収や、地下水等水資源の保全に関

する下記の条例整備を速やかに行うよう強く要望するものです。

記

１ 外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築する為の条例整備

２ 地下水等水資源の保全及び管理に関する条例整備

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。


